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南相馬市告示第２０１号 

 南相馬市交通・運輸事業者緊急支援金交付要綱を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

南相馬市長 門馬 和夫 

 

南相馬市交通・運輸事業者緊急支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、原油価格・物価高騰の影響により極めて厳しい経営環境にある交通・

運輸事業者（以下「事業者」という。）の事業継続を支援するため、車両の維持等に要す

る経費の一部に対し、予算の範囲内で支援金を交付することについて、南相馬市補助金等

の交付等に関する規則（平成１８年南相馬市規則第３８号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 交通・運輸事業者 高速バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者、トラック運

送事業者及び自動車運転代行業者をいう。 

(2) 高速バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第

３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者で、同法第２条第８項に

規定する事業用自動車のうち、乗合バス路線に供する車両（高速バス車両（道路運送法

施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第１０条第１項第１号ロに規定する長距離急

行運送に供する車両をいう。））を有し、同法第４条の許可を受けて一般旅客自動車運

送事業を行うものをいう。 

(3) 貸切バス事業者 法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む

者であって、同法第４条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を行うものをいう。 

(4) タクシー事業者 法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む

者であって、同法第４条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を行うものをいう。 

(5) トラック運送事業者 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条の許可

を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同法第３５条の許可を受けて特定貨物

自動車運送事業を行う事業者又は同法第３６条による届出をして貨物軽自動車運送事

業を行う事業者をいう。 

(6) 自動車運転代行業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成１３年法

律第５７号）第４条に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者を

いう。 

（交付対象要件） 

第３条 支援金の交付対象となる事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 令和８年１月１日時点で、市内に本社又は営業所（個人事業主にあっては住所）を有

し、かつ、営業実績があり、今後も事業継続の意思があること。 
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(2) 交付対象者の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が次のいずれに

も該当しないこと。 

ア 南相馬市暴力団排除条例（平成２４年南相馬市条例第２３号）第２条第３号に規定

する暴力団員等及び暴力団員等と関係を有する者 

イ その他市長が適当でないと認める者 

（交付対象車両） 

第４条 交付金の交付対象となる車両（以下「交付対象車両」という。）は、次の各号に掲

げる要件を全て満たす車両とする。 

(1) 交付対象者が一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運

送事業、貨物軽自動車運送事業及び自動車運転代行業を実施するため使用する次に掲げ

る車両であり、自動車検査証記録事項における「使用の本拠の位置」が市内の住所であ

る車両であること。 

ア 高速バスとして使用される車両 

イ 貸切バスとして使用される車両 

ウ タクシーとして使用される車両 

エ トラック運送事業として使用される車両（三輪の軽自動車及び二輪の自動車除く。） 

オ 自動車運転代行業の随伴用自動車として使用される車両 

(2) 事業用自動車として国土交通省東北運輸局福島運輸支局長に届出がされており、令和

８年１月１日時点で保有され、かつ、交付申請時点で廃車等により登録抹消されていな

い車両であること（自動車運転代行業の随伴用自動車として使用される車両については、

自家用自動車として登録されている車両も含む。）。ただし、令和８年１月１日時点で

保有していた車両を廃車し、その代替車両として取得した車両については交付対象とみ

なし、新旧車両合わせて交付対象車両１台とする。 

（支援金の交付額） 

第５条 支援金の交付額は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 高速バスとして使用される車両 車両１台あたり１０万円 

(2) 貸切バスとして使用される車両 車両１台あたり５万円 

(3) タクシーとして使用される車両 車両１台あたり２万５，０００円 

(4) トラック運送事業として使用される車両 車両１台あたり１万５，０００円 

(5) 自動車運転代行業の随伴用自動車として使用される車両 車両１台あたり７，５００

円 

２ この告示による支援金は、１事業者１回限りとする。 

（支援金の交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする事業者は、交通・運輸事業者緊急支援金交付申請書

兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、令和８年２月２８日までに市長に

提出しなければならない。ただし、第５号については該当車両がある場合、第６号につい

ては自動車運転代行業に限る。 

(1) 申請車両一覧表（様式第２号） 
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(2) 交通・運輸事業を営んでいることを証明する書類の写し 

(3) 申請を行う車両の自動車検査証記録事項の写し（令和８年１月１日時点で保有してい

た車両の代替車両の場合はその旨証明する書類を添付すること。） 

(4) 市内に本社又は営業所（個人事業主にあっては住所）を有していることを証する書類

（自動車検査証記録事項の写しで様式第１号記載の所在地等が確認できない場合のみ） 

(5) 損害賠償責任保険契約等の締結を証する書類 

(6) 振込先口座を確認できる通帳等の写し（口座番号、カナ氏名等が分かるもの） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（支援金の交付決定及び額の決定等） 

第７条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審

査の上、緊急支援金の交付決定又は不交付決定を行い、交通・運輸事業者緊急支援金交付

決定通知書（様式第３号）又は交通・運輸事業者緊急支援金不交付決定通知書（様式第４

号）により交付申請を行った交付対象者に通知するものとする。 

（緊急支援金の交付） 

第８条 市長は、前条による緊急支援金の交付決定及び額の確定を行った場合は、交付対象

者に当該支援金を交付するものとする。 

（実績報告及び額の確定） 

第９条 規則第１３条の規定による実績報告については、第６条第１項に規定する交通・運

輸事業者緊急支援金交付申請書兼請求書をもってこれに代えるものとする。 

２ 規則第１４条の規定による通知は、第７条に規定する交通・運輸事業者緊急支援金交付

決定書をもって、これに代えるものとする。 

（準用） 

第１０条 南相馬市補助金交付要綱（平成１８年南相馬市告示第１号。以下「要綱」という。）

第１２条から第１４条まで、第１６条及び第１７条の規定は、この告示による支援金の交

付について準用する。この場合において、要綱第１２条から第１４条まで、第１６条及び

第１７条中「補助金」とあるのは「支援金」と読み替えるものとする。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定

がなされた支援金の交付については、第８条から第１０条までの規定は、同日以後もなお

効力を有する。 


